
男女共同参画センター

秘書広報課

各相談窓口において相談を行うとともに、適切な相談機関の連携を図る。

被害者に対する適切な情報提供と関係機関と連携した適切な支援ができるよう相談
窓口の充実を図る。

男女共同参画センター

被害者に対して心身の健康回復に向けた支援ができるよう相談体制の充実を図る。
①DV相談・しごと相談･一般相談②母子・父子・女性相談③子ども家庭相談④教育
相談⑤法律相談

生活福祉課
子ども家庭支援センター
指導課

多機関との連携体制の整備
相談機関が相互に連携し、被害者に対する適切な情報提供と支援ができるよう、連
携体制の整備を図る。

被害者が複数の窓口で自らの状況を繰り返し説明することのないよう、相談内容や
希望する支援等を記入した共通相談シートを作成します。

男女共同参画センター

秘書広報課　関係各課

健康推進課

男女共同参画センター

子ども家庭支援センター

障害福祉課

（子どもの発達支援・交流センター）

子育て支援課

生活福祉課

男女共同参画センター

保険年金課

子育て支援課

選挙管理委員会

加害者からの追及に対し関係機関が連携した対応を図る。

関係課への適切な情報提供を図る。

施 策 目 標

計画の体系

基 本 理 念 基本目標 施 策 目 標

‐１‐

男女の人権を尊重し
暴力を容認しない社
会の実現に向けて、
各施策を総合的、体
系的に推進していく

　所管課

所 管 課事 業 内 容　　事 業 名

　　事 業 名 事 業 内容 

健康推進課

学校、学童クラブ、保育園、幼稚園、子ども家庭支援センター等、子どもに関する
情報から配偶者暴力を発見した場合の通報について

相談者が複数の窓口を利用する時の配慮や受付を一元化することについて検討す
る。

基 本 目 標

被害者のにかかわ
る情報の適正な取
扱い

他区市町村との連絡に際しての適正な情報管理を図る。

被害者の安全確
保のための体制
整備

被害者の安全確保
のための取組みの
強化

緊急時における連絡体制
の整備

乳幼児健診

職務関係者等への
相談窓口の周知や
通報による早期発
見の推進

相談体制の充実
と早期発見の推
進

被害者の立場に
立った早期相談体
制の整備

相談・訪問等における配
偶者暴力の早期発見

相談窓口の周知

庁内連携体制の整備

共通相談シートの作成

相談事業の実施

市民への相談窓口の周知

医療関係者からの通報

子どもに関る関係機関と
の連携

被害女性をはじめ、緊急の保護を必要とする女性に対し、緊急一時保護を実施し、
安全の確保に努める。

緊急時における被害当事者の安全を確保するための方法について、各関係機関での
連絡体制を整備する。

加害者に対する被害者情報の非開示を図るため住民基本台帳の閲覧等を制限する。

国民健康保険、児童手当、選挙人名簿等住民基本台帳からの情報に基づき事務処理
を行う部署において情報管理の周知徹底を図る。

被害者がさまざまな支援に関する情報を得ることができるよう、市報、パンフレッ
ト、女性広報誌「Ｍｓ．スクエア」等により相談窓口についての周知を図る。

被害者を発見した場合の通報制度や通報先について広く周知を図る。

医療関係者に対し、被害者を発見した場合の通報制度や通報先について広く周知を
図る。

女性と子どものための緊
急一時保護事業の実施

秘書広報課
男女共同参画センター
生活福祉課
警察
東京都女性相談センター
関係各課

東京都配偶者暴力相談支援センター、警察等との連携を強化する。

関係各課

市民課

学務課

男女共同参画センター

夜間・休日等の被害者の
安全確保のための連携

住民基本台帳事務におけ
る支援措置

被害者の情報管理の徹底



住宅の確保に向けた支援 都営住宅の当選倍率優遇制度についての周知を図る。 生活福祉課

就業の支援 「しごと相談」を実施し、被害者の就業に際しての継続的な相談を実施する。

母子の自立に向けた支援 被害者が相互にサポートする自助グループ活動についての情報提供等を実施する。

子育て支援課

子ども家庭支援センター

生活福祉課

障害福祉課
（子どもの発達支援・交流センター）

子どもの心理等についての適切な情報を提供する。 男女共同参画センター

学務課

被害者や子どもの相談に対する相談体制を整備する。

高齢者虐待の対応窓口におけるＤＶ被害の実態把握に務める。

高齢者虐待の防止に向けた保健・福祉・医療の連携を推進する。

被害者の子どもへ
に対する支援体制
の充実

関係各課

事 業 内 容 所 管 課

高齢者虐待の相談窓口である地域包括支援センターの充実を図る。

生活基盤を整えるための
支援

高齢者虐待の防止に向け
た窓口の充実

被害者に対する情報提供

障害者の相談に携わる機関に対するＤＶ相談機関等に関する情報提供を推進する。

基 本 目 標

子どもに関する手続き等についての適切な情報提供を実施する。

学校等での支援 住民票を移動しない転校等について対応する。

高齢者・障害者な
どへの支援

男女共同参画センター

男女共同参画センター

地域福祉課

施 策 目 標

被害者の自立と
生活再建に向け
た支援

被害者に対する継続的な
支援

関係機関が連携し、被害者に対する継続的な支援を実施する。

自立のための支援を必要とする女性やその子どもに対して生活全般の相談援助を実
施する。生活困窮者に対しては生活保護申請についても支援する。

自立に向けた継続
的な支援

‐２‐

子どもが身近なところで気軽に相談でき、適切な援助ができる体制づくりを推進す
る。

生活福祉課

子育て支援課

生活福祉課

保険年金課

被害者に対する適切な情
報の提供

制度についてのわかりやすい説明、及び被害者の申し出内容に応じた適切な事実確
認を実施する。

被害者の生活再建のため、状況に応じて各種社会福祉制度の紹介や福祉資金の貸付
等の支援を母子自立支援員（婦人相談員）により実施する。

障害福祉課

ＤＶに関する多言語のリーフレットを提供する。

外国人への対応

障害者に対する適切な情
報の提供

外国人の相談に関する各種機関やＮＰＯ等の民間支援団体に関する情報を収集し提
供する。

子どもへの支援

医療保険・年金の適切な
取扱い

ＤＶ相談機関との連携強
化

子ども虐待に関係する機関とＤＶ相談機関との情報交換、協議調整等の連携を強化
する。

子ども手当、児童扶養手当等の支給により子どもへの経済的支援を実施する。

事 業 名



男女共同参画センター

秘書広報課

講座・学習の充実

地域福祉課

・民生・児童委員への周知 健康推進課

・医療関係者へのカードの配布による周知 子ども家庭支援センター

・子どもに係る場所（児童センター・子育てひろば等）でのカード配布による周知 児童センター

産業振興課

ＰＲカードの配布による相談窓口の周知

交際相手からの暴力（デートＤＶ）を防止するため、若年層に向けたＰＲカードを
配布する。
デートＤＶに関しての理解を広めるため、市内にある大学との連携のあり方を検討
する。
デートＤＶに関しての理解を広めるため、教育関係者に対する研修や出前講座を検
討する。

学校における人権教育や男女平等教育の推進

基 本 目 標 施 策 目 標 事 業 名

男女共同参画センター

事 業 内 容 所 管 課

男女共同参画センター

地域、企業、学校、家庭
等に対する啓発

男女共同参画センター

男女共同参画センター
職員課

指導課

生活福祉課

男女共同参画センター

男女共同参画センター

関係機関連絡協議会
警察、保健所、児童相談所、民間支援団体等及び各所管課からなる配偶者等からの
暴力対策連絡協議会を開催し、関係機関相互の連携、協力を推進する。

庁内連携の推進
男女平等推進本部専門部会を定期的に開催し、庁内関係機関の連携、協力を推進す
る。

施策の推進
計画の推進と施策の見直
し

施策の進捗状況を把握・管理する。

民間団体への支援、連携
被害者支援に携わる民間団体の運営費の助成等の活動支援や連携、協力を推進す
る。

東京都、他市区町村等広
域連携の推進

被害者支援のためのさまざまな広域連携を推進する。

‐３‐

暴力を防止する
ための普及・啓
発活動

配偶者等からの暴力は、身近にある重大な人権を侵害する行為であるという理解を
広めるための講座・学習を推進する。

配偶者暴力の理解と相談機関についてのＰＲカードの配布により相談窓口の周知を
図る

関係機関への相談窓口を記載したカードやパンフレット等の配布等を通して潜在化
しがちな配偶者等からの暴力について、被害者の発見・通報の趣旨について広く地
域の理解を促進する。

研修の推進
市職員に対する研修の実
施

市のさまざまな窓口へ被害者からの相談があることを想定し、ＤＶへの理解促進と
二次被害防止のために「職員のための手引」に基づいた研修を実施する。

デートＤＶに関する啓発若年層への暴力防
止啓発活動の推進

学校での人権教育の推進 どんな理由があっても、暴力は許されない行為であるということを理解し学ぶ人権
教育や、男女がともに働くことを基本とした職業観の養成等、男女平等教育を推進
する。

被害者の実態を把握し施策へ反映するための調査を検討する。

配偶者暴力相談支援セン
ター機能整備の検討

配偶者暴力支援センター機能整備を検討する。

苦情に対する適切な対応 苦情に対する適切、迅速な対応を図る。

関係機関の連携・
協力と施策の推進

推進体制の充実

広報及び啓発活動
の推進

Ms.スクエア、市報、ホームページ等による広報活動を推進する。各種広報の活用


